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地域の中で子育てを

助け合う会員制組織

地域の中で子育てを

助け合う会員制組織

住民同士の支え合い活動で

安心の子育てを！！

月曜日～金曜日　9：00～17：00

 〒102-0074
千代田区九段南1－6－10 
かがやきプラザ4階
（千代田区社会福祉協議会内）

03-6265-6523
 03-3265-1902

 famisapo@chiyoda-cosw.jp

住　　所

電　　話
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 https://www.chiyoda-cosw.jp/service/family/  H P
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千代田区ファミリー・サポート・センター

ファミリー・サポート・センターを

ご利用になるには会員登録が必要です。

まずは、センターまでご連絡ください。

お問い合わせ・お申し込み先

窓口受付時間

会員資格

依頼会員
週に1・2回くらい
保育園のお迎えを
サポートしてもらいたい

■ 対　　象：区内在住で、生後6カ月から小学校6年生の
　　　　　　子どもを育てており、この事業に理解のある方
　　　　　　※生後6カ月未満の子どもは登録できません。
■ 登録方法：月2回開催している登録説明会にお越しください。
　　　　　　 予約制です。開催日時はお問い合わせください。

＜登録に必要な持ち物>＞
①身分証明書（運転免許証や住民票など）
②印鑑（シャチハタ可）
③保護者の方の顔写真１枚（４cm×３cmまたはスナップ写真）
※登録時に、利用方法等の詳細についてご説明します。

支援会員
空いている時間に
子育てを頑張っている方を
サポートしたい！

■ 対　　象：地域での子育てに理解と熱意がある、
　　　　　　18歳以上の区内在住、在勤、在学の方（高校生は除く）

■ 登録方法：センターで開催する「支援会員養成講座」を
　　　　　　 受講後、活動できます。（養成講座は年4回を予定）
　　　　　　 詳細は、センターへお問い合わせください。

■ 活動内容：送迎やその前後の預かり

●会員登録は無料です。

●大人から大人への引き渡しが原則になります。

※支援活動は職業として行うベビーシッター、ヘルパー

　サービスとは違います。

支援会員募集中
みなさんの助けで
笑顔になれる人たちがいます

依頼会員と支援会員を兼ねる両方会員も可能です

準支援会員

■ 対　　象：18歳以上の区内在学の方（高校生は除く）

■ 登録方法：センターで開催する「支援会員養成講座」を受講後、

　　　　　　 活動できます。（養成講座は年４回を予定） 

　　　　　　 ※詳細は、センターへお問い合わせください。

■ 活動内容：4歳以上のお子さまの送迎のみ 

　　　　　　※原則、徒歩圏内の送迎。その他条件あり。

子どもが好きで、
地域の子育て支援に
関わりたい！



●保育園・幼稚園への送迎や、その前後の預かり

●学童クラブ・学校への送迎や、その前後の預かり

●お子さんの習い事への送迎

●冠婚葬祭や兄弟姉妹の学校行事の際の一時的な預かり

●通院や買い物など保護者の外出時に一時的に預かる

●怪我や病気回復期の一時的な預かり など

アドバイザー

依頼会員
支援会員サポート

●アドバイザー同席の打ち合せ

報酬

※活動費の支払いは会員同士

●依頼相談1

●支援相談2

3

●4 ●5

●6

例えばこんな支援があります 依頼から紹介までの流れ 活動料金

＜お受けできない内容＞

家事の援助（料理を作る、掃除をする、など）、勉強を教える、宿泊

を伴う支援、病児保育など。 ※その他、安全な活動のために支援

できない内容があります。詳細は説明会にてお伝えいたします。

安全・安心の活動のための手順です。急なご依頼はお受けでき

ない可能性がありますので、予めご了承ください。

1．支援の依頼
センターに電話などでご連絡ください。
※会員登録がまだの方は、まずは説明会へ。

2．調整
サポートできる支援会員をセンターが探します。
※調整に時間を要します。予めご了承ください。

3．事前打ち合わせ
依頼会員、支援会員と職員とで面談をします。
※両者の顔合わせや内容の確認を行います。

5．支援の実施
支援会員とお子さんの活動がスタート。
※支援会員は終了後、報告書を作成します。

6．活動費の支払
依頼会員は、規定の活動費と実費（交通費等）を
支援会員に支払います。

基本料金（依頼会員から支援会員へお支払い）

事務経費（センターから支援会員へお支払い）

利用時間

※兄弟での預かりも可能です。 その場合、２人目は

　半額となります。 

※交通費、食事代など活動にかかる費用については、

　依頼会員が実費を負担します。

※キャンセル料が発生する場合があります。詳細は

　説明会でお伝えします。

※実績分を半期ごとに集計しお支払いします。

   （1年に2回のお支払いになります）

原則として 7：00 ～ 21：00までの間

活動場所
依頼会員宅、支援会員宅、児童館、公園など安全が

確保できる場所

活動日 1時間あたりの金額

月曜日～土曜日
9:00～17:00

7:00～21:00

子ども1人あたり900円

上記以外の時間 子ども1人あたり1,100円

日曜・祝日
年末年始
（12/29～1/3）

子ども1人あたり1,100円

活動日 1時間あたりの事務経費

9:00～17:00 子ども 1人あたり 300円
月曜日～日曜日
祝日・年末年始
（12/29～1/3）

センターでは活動中の事故に備えて、
千代田区ファミリー・サポート・セン
ター補償保険に加入しています。

できるときに、できることを、できる範囲で

活動していただきます。

〈個人情報の取り扱い〉

●会員の皆さんから提供された個人情報は、千代田区ファミリー・

　サポート・センター事業以外の目的には利用いたしません。

●会員同士が活動を通じて知り得た情報について、第三者へ漏らさ

　ないことを取り決めるなど、情報の漏洩防止に努めています。

●6

●5

●3

●2

●1

4．初回の同行（支援のシミュレーション）
依頼会員、支援会員とお子さんとで活動します。
※ルートの確認や、送迎先への挨拶などを行います。

●4

準支援会員


